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平成 28年 12月 20日 

商 工 中 金 

第三者委員会設置のお知らせ 

 

当金庫は、平成２８年１１月２２日付け「危機対応業務における不適切な手続きによ

る貸付について」で公表いたしましたとおり、金庫内の調査を実施しておりますが、調

査の客観性・中立性・専門性を確保するために、第三者委員会を平成２８年１２月１２

日付けで設置しましたのでお知らせいたします。今後、第三者委員会の調査結果が出次

第、速やかに公表させていただきます。 

関係者の皆様には、多大なるご心配をお掛けいたしますことにつきまして、深くお詫

び申し上げます。 

 記 

１．委嘱事項 

  本事案の事実確認、原因分析、再発防止策の提言等 

 

２．第三者委員会の構成（敬称略） 

委員長 國 廣 正 弁護士（国広総合法律事務所） 

昭和６１年弁護士登録（第二東京弁護士会） 

委 員 小 澤 徹 夫 弁護士（東京富士法律事務所） 

昭和４８年弁護士登録（第二東京弁護士会） 

委 員 竹 内 朗 弁護士（プロアクト法律事務所） 

平成８年弁護士登録（東京弁護士会） 

※ 第三者委員会の各委員と当金庫との間において、その独立性に影響を及ぼすような関

係や取引は一切ありません。 

 

３．今後の対応 

  当金庫は、第三者委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。 

  調査の結果については、改めてご報告いたします。 

 【お問い合わせ先】 

商工中金（株式会社商工組合中央金庫） 広報部   TEL.03－3246－9366 


